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　特願２０１１－５１１４７６号「タイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成
２２年１１月　４日国際公開、ＷＯ２０１０／１２６１４４〕について、次
のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯
　本願は、２０１０年４月３０日（優先権主張２００９年４月３０日、日本
国）を国際出願日とする出願であって、平成２５年８月２日付けで拒絶理由
が通知され、同年１０月９日に意見書及び手続補正書が提出され、平成２６
年３月５日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成２６年５月１２日に
拒絶査定不服審判請求がなされるとともにこれと同時に明りょうでない記載
の釈明を目的とする手続補正がなされたものである。
　　　　　
第２　本願発明
　本願の請求項１～２２に係る発明は、平成２６年５月１２日付けの手続補
正により補正された特許請求の範囲の請求項１～２２に記載された事項によ
り特定されるとおりのものであるところ、請求項１に係る発明（以下「本願
発明」という。）は、次のとおりのものである。
「タイヤサイド部のタイヤ表面に、内周側から外周側に向かって延在される
乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入りタイヤであっ
て、前記各乱流発生用突起は、径方向断面で見たときにエッジ部を有すると
共に、タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が７０
度～１１０度の範囲であり、且つ前記タイヤサイド部を構成するサイド補強
ゴムに、共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一
アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応
により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る
前駆体が導入され、さらに該変性反応の途中及び又は終了後に該変性反応系
に縮合促進剤が加えられることにより得られる変性共役ジエン系重合体を
１０質量％以上含むゴム成分１００質量部に対して、窒素吸着比表面積が

２０～９０ｍ2／ｇであるカーボンブラックを１０～１００質量部配合して
なるゴム組成物を用いることを特徴とするタイヤ。」
　
第３　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、平成２５年８月２日付けの拒絶理由通知における
拒絶の理由１であり、その概要は、この出願の請求項１～１６、１８～２４
に係る発明は、その出願前に頒布された引用文献１、２に記載された発明に
基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９



条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　そして、その引用文献１は、特開２００９－２９４０４号公報（以下「刊
行物１」という。）であり、引用文献２は、国際公開第
２００８／１１４６６８号（以下「刊行物２」という。）である。
　　 　
第４　当審の判断
　当審は、原査定の拒絶の理由のとおり、本願発明は、刊行物１、２に記載
された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから
特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないと判断す
る。その理由は、以下のとおりである。
　　
１　刊行物の記載事項
ア　刊行物１　
（１ａ）「【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビードコア、カーカス層、トレッドゴム層、インナーライナー、サイド補
強層及びビードフィラーを具える空気入りタイヤであって、（Ａ）ゴム成分
と、その１００質量部に対し、（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上を含
み、かつ加硫ゴム物性において、１００％伸張時弾性率（Ｍ１００）が
１０ＭＰａ以上及び正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が
６．０以下であるゴム組成物を用いたことを特徴とする空気入りタイヤ。
【請求項２】
　ゴム組成物において、（Ｂ）カーボンブラックが、ＦＥＦ級グレード、
ＦＦ級グレード、ＨＡＦ級グレード、ＩＳＡＦ級グレード及びＳＡＦ級グ
レードの中から選ばれる少なくとも一種である請求項１に記載の空気入りタ
イヤ。
【請求項３】
　（Ｂ）カーボンブラックがＦＥＦ級グレードである請求項２に記載の空気
入りタイヤ。
【請求項４】
　ゴム組成物において、（Ａ）ゴム成分が、アミン変性共役ジエン系重合体
を含むものである請求項１～３のいずれかに記載の空気入りタイヤ。
・・・
【請求項６】
　アミン変性共役ジエン系重合体が、一級アミン変性共役ジエン系重合体で
ある請求項４又は５に記載の空気入りタイヤ。
【請求項７】
　一級アミン変性共役ジエン系重合体が、共役ジエン系重合体の活性末端
に、保護化一級アミン化合物を反応させて得られたものである請求項６に記
載の空気入りタイヤ。
・・・
【請求項１０】
　保護化一級アミン化合物が、Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）アミノプ
ロピルトリエトキシシランである請求項７～９のいずれかに記載の空気入り
タイヤ。
【請求項１１】
　サイド補強層に、前記ゴム組成物を用いてなる請求項１～１０のいずれか
に記載の空気入りタイヤ。」（特許請求の範囲の欄、請求項１～４、６、
７、１０、１１）
（１ｂ）「【０００１】
　本発明は、加硫ゴム特性において、１００％伸張時弾性率がある値以上で
あり、かつ正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値がある値以下
のゴム組成物を、特にサイド補強層及び／又はビードフィラーに用いてな
る、通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地を損なうことなく、ランフラット
耐久性を向上させた空気入りタイヤに関する。」
（１ｃ）「【０００２】



　従来、空気入りタイヤ、特にランフラットタイヤにおいて、サイドウォー
ル部の剛性向上のために、ゴム組成物単独又はゴム組成物と繊維等の複合体
によるサイド補強層が配設されている。（例えば、特許文献１参照）
　空気入りタイヤは、パンク等によりタイヤの内部圧力（以下、内圧とい
う）が低下した場合での走行、いわゆるランフラット走行状態になると、タ
イヤのサイドウォール部やビードフィラーの変形が大きくなり、発熱が進
み、場合によっては２００℃以上に達する。このような状態では、サイド補
強層を具えた空気入りタイヤであっても、サイド補強層やビードフィラーが
破壊限界を超え、タイヤ故障に至る。
　このような故障に至るまでの時間を長くする手段として、サイド補強層や
ビードフィラーに用いるゴム組成物に硫黄を高配合し、ゴム組成物を高弾性
化することにより、タイヤのサイドウォール部やビードフィラーの変形量を
抑える手法があるが、タイヤの通常走行時の転がり抵抗が高くなり低燃費性
が低下する問題がある。」
（１ｄ）「【０００６】
　本発明は、このような状況下で、通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地を
損なうことなく、ランフラット耐久性を向上させた空気入りタイヤを提供す
ることを目的とするものである。」
（１ｅ）「【０００８】
　本発明によれば、加硫ゴム物性において、１００％伸張時弾性率が
１０ＭＰａ以上であり、かつ正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃における
Σ値が６．０以下のゴム組成物を、特にタイヤのサイド補強層及び／又は
ビードフィラーに用いることにより、通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地
を損なうことなく、ランフラット耐久性を向上させた空気入りタイヤを提供
することができる。」
（１ｆ）「【００１０】
［ゴム組成物］
　前述した本発明の空気入りタイヤにおいては、サイド補強層８及び／又は
ビードフィラー７に、（Ａ）ゴム成分と、その１００質量部に対し、（Ｂ）
カーボンブラック５５質量部以上を含み、かつ加硫ゴム物性において
１００％伸張時弾性率（Ｍ１００）が１０ＭＰａ以上及び正接損失ｔａｎδ
の２８℃～１５０℃におけるΣ値が６．０以下であるゴム組成物を用いるこ
とができる。
（（Ａ）ゴム成分）
　本発明に係るゴム組成物における（Ａ）ゴム成分としては、共役ジエン系
重合体をアミン変性したアミン変性共役ジエン系重合体を含むものを好まし
く用いることができ、このようなアミン変性共役ジエン系重合体を３０質
量％以上、好ましくは５０質量％以上の割合で含むものを用いることができ
る。ゴム成分が上記変性共役ジエン系重合体を３０質量％以上含むことによ
り、得られるゴム組成物は低発熱化し、ランフラット走行耐久性が向上した
空気入りタイヤ与えることができる。」
（１ｇ）「【００２６】
＜縮合促進剤＞
　本発明では、前記した変性剤として用いる保護化一級アミノ基を有するア
ルコキシシラン化合物が関与する縮合反応を促進するために、縮合促進剤を
用いることが好ましい。
・・・
　ここで用いる縮合促進剤は、前記変性反応前に添加することもできるが、
変性反応の途中及び又は終了後に変性反応系に添加することが好ましい。変
性反応前に添加した場合、活性末端との直接反応が起こり、活性末端に保護
された第一アミノ基を有するヒドロカルビロキシ基が導入されない場合があ
る。
　縮合促進剤の添加時期としては、通常、変性反応開始５分～５時間後、好
ましくは変性反応開始１５分～１時間後である。
・・・
【００３１】
　本発明における縮合反応は、上述の縮合促進剤と、水蒸気又は水の存在下



で進行する。
・・・
【００３２】
　なお、縮合反応時間は、通常、５分～１０時間、好ましくは１５分～５時
間程度である。
・・・
　本発明の変性共役ジエン系重合体の変性剤由来の一級アミノ基は、上述の
ように脱保護処理を行うことによって生成する。上述したスチームストリッ
ピング等の水蒸気を用いる脱溶媒処理以外の脱保護処理の好適な具体例を以
下に詳述する。
　すなわち、一級アミノ基上の保護基を加水分解することによって遊離した
一級アミノ基に変換する。これを脱溶媒処理することにより、一級アミノ基
を有する変性共役ジエン系重合体を得ることができる。なお、該縮合処理を
含む段階から、脱溶媒して乾燥ポリマーまでのいずれかの段階において必要
に応じて変性剤由来の保護された一級アミノ基の脱保護処理を行うことがで
きる。」
（１ｈ）「【００３６】
（（Ｂ）カーボンブラック）
　本発明に係るゴム組成物においては、（Ｂ）成分としてカーボンブラック
を、前述の（Ａ）ゴム成分１００質量部に対して、５５質量部以上の割合で
用いることを要す。・・・当該カーボンブラックの好ましい量は５５～７０
質量部であり、より好ましくは６０～７０質量部である。・・・」
（１ｉ）「【００４７】
実施例１～４及び比較例１～４
　第１表に示す配合Ａ～Ｈの配合組成を有する８種のゴム組成物を調製し、
それぞれ加硫ゴム物性、すなわちＭ１００及び
Σｔａｎδ（２８～１５０℃）を求めた。
　次に、これらの８種のゴム組成物を、図１に示すサイド補強層８及びビー
ドフィラー７に配設し、それぞれタイヤサイズ２１５／４５ＺＲ１７の乗用
車用ラジアルタイヤを定法に従って製造し、それらのタイヤについてランフ
ラット耐久性及び乗り心地性を評価した。それらの結果を第１表に示す。な
お、サイド補強層の最大厚みを補強ゴムゲージとして求め、第１表に示し
た。
【００４８】



［注］
１）天然ゴム：ＴＳＲ２０
２）未変性ポリブタジエン：ＪＳＲ社製ＢＲ０１
３）一級アミン変性ポリブタジエン：製造例１で得られたもの
４）カーボンブラック：ＦＥＦ（Ｎ５５０）、旭カーボン社製「旭＃６０」
・・・」
　 　　　
イ　刊行物２
（２ａ）「［０００１］本発明は、空気入りタイヤに関し、特に、特に劣化
が生じやすいタイヤサイド部の温度低減を図ることができる空気入りタイヤ
に関する。」
（２ｂ）「［０００２］一般に、空気入りタイヤにおけるタイヤ温度の上昇
は、材料物性の変化などの経時的変化を促進したり、高速走行時にはトレッ
ド部の破損などの原因になり、耐久性の観点から好ましくないとされてい
る。特に、重荷重での使用となるオフザロードラジアルタイヤ（ＯＲＲ）
や、トラック・バスラジアルタイヤ（ＴＢＲ）、パンク走行時（内圧
０ｋＰａ走行時）のランフラットタイヤにおいては、耐久性を向上させるた
めに、タイヤ温度を低減させることが大きな課題となっている。
［０００３］例えば、トレッド幅方向の断面形状が三日月状のサイドウォー
ル補強層を有するランフラットタイヤでは、パンク走行時にタイヤ径方向の
変形がサイドウォール補強層に集中して、該サイドウォール補強層が非常に
高温に達してしまい、耐久性に多大な影響を与えている。」
（２ｃ）「［０００８］そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされ
たものであり、効率の良い放熱によってタイヤ温度、特に、タイヤサイド部
内の温度低減を図り、耐久性を向上させることができる空気入りタイヤを提
供することを目的とする。」
（２ｄ）「［０００９］本発明は、次のような特徴を有している。まず、本
発明の第１の特徴に係る発明は、タイヤ表面に、内周側から外周側に向かっ
て延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入り



タイヤであって、乱流発生用突起が、延在方向に対する直交方向で切断した
断面形状で見たときにエッジ部を有し、空気流が突き当たる乱流発生用突起
の前壁面とタイヤ表面とがなす前壁角度が、７０°～１１０°の範囲に設定
されることを要旨とする。」
（２ｅ）「［００１０］かかる特徴によれば、空気入りタイヤが回転する
と、タイヤ表面には相対的にほぼタイヤ周方向に沿って流れる空気流が発生
する。この空気流は、乱流発生用突起によって乱流となってタイヤ表面を流
れ、該タイヤ表面と積極的な熱交換を行う。
［００１１］タイヤ表面を流れる乱流の流れを詳しく説明すると、空気流
は、乱流発生用突起の位置では上昇し、乱流発生用突起の存在しない位置で
は下降する上下乱流となる。特に、乱流発生用突起がエッジ部を有している
ことによって、空気入りタイヤの回転に伴い空気流が乱流発生用突起を乗り
越える際に、タイヤ表面から剥離され易い。このため、タイヤ表面から一旦
剥離された空気流は、乱流発生用突起のタイヤ回転方向後側（下流側）で発
生する負圧により急激にタイヤ表面に下降して衝突する乱流となり、タイヤ
表面との熱交換を促進させることができる。
［００１２］また、乱流発生用突起の前壁角度θ１が７０°～１１０°の範
囲に設定されることによって、上下乱流は、エッジ部で剥離する空気の角度
をある程度大きくすることができ、乱流発生用突起の下流側で激しい下降流
となってタイヤ表面に突き当たるため、タイヤ表面と積極的な熱交換が行わ
れる。これにより、タイヤ表面に設けられた乱流発生用突起によって、タイ
ヤ温度の低減を確実に図ることができ、耐久性を向上させることができ
る。」
（２ｆ）「〔００５８〕この乱流発生用突起１０は、トレッド幅方向断面断
面で見たときにエッジ部１０ｆを有している（図１及び図３参照）。すなわ
ち、エッジ部１０ｆは、乱流発生用突起１０の内側面１０ｃと上面１０ｅと
によって形成されている。
〔００５９〕また、乱流発生用突起１０は、延在方向に対する直交方向Ａで
切断した断面（以下、突起幅断面）で見たときにエッジ部１０ｇを有してい
る。すなわち、エッジ部１０ｇは、乱流発生用突起１０の前壁面１０ａと上
面１０ｅとによって形成されている。」　 　
　　 　
２　刊行物１に記載された発明 　
　刊行物１の摘示（１ａ）によれば、刊行物１には、
ア　ビードコア、カーカス層、トレッドゴム層、インナーライナー、サイド
補強層及びビードフィラーを具える空気入りタイヤであって、（Ａ）ゴム成
分と、その１００質量部に対し、（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上を
含み、かつ加硫ゴム物性において、１００％伸張時弾性率（Ｍ１００）が
１０ＭＰａ以上及び正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が
６．０以下であるゴム組成物を用いた空気入りタイヤ（請求項１）であっ
て、
イ　前記サイド補強層に、前記ゴム組成物を用いること（請求項１１）、
ウ　前記（Ａ）ゴム成分が、アミン変性共役ジエン系重合体を含むものであ
り（請求項４）、該アミン変性共役ジエン系重合体が、一級アミン変性共役
ジエン系重合体であり（請求項６）、該一級アミン変性共役ジエン系重合体
が、共役ジエン系重合体の活性末端に、保護化一級アミン化合物を反応させ
て得られたものであり（請求項７）、該保護化一級アミン化合物が、
Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルトリエトキシシランであ
ること（請求項１０）、及び、
エ　前記（Ｂ）カーボンブラックがＦＥＦ級グレードであること（請求項
２、３）、が記載されているものといえる。
　　　
　以上によれば、刊行物１には、　　
「ビードコア、カーカス層、トレッドゴム層、インナーライナー、サイド補
強層及びビードフィラーを具える空気入りタイヤであって、（Ａ）ゴム成分
と、その１００質量部に対し、（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上を含
み、かつ加硫ゴム物性において、１００％伸張時弾性率（Ｍ１００）が



１０ＭＰａ以上及び正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が
６．０以下であるゴム組成物を用いた空気入りタイヤであって、
　前記サイド補強層に、前記ゴム組成物を用いるものであり、
　前記（Ａ）ゴム成分が、アミン変性共役ジエン系重合体を含むものであ
り、該アミン変性共役ジエン系重合体が、一級アミン変性共役ジエン系重合
体であり、該一級アミン変性共役ジエン系重合体が、共役ジエン系重合体の
活性末端に、保護化一級アミン化合物を反応させて得られたものであり、該
保護化一級アミン化合物が、Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）アミノプロ
ピルトリエトキシシランであり、
前記（Ｂ）カーボンブラックがＦＥＦ級グレードである、空気入りタイ
ヤ。」
の発明（以下「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　　　　
３　対比
　本願発明と引用発明とを対比する。
ア　引用発明の「空気入りタイヤ」は、本願発明の「空気入りタイヤ」及び
「タイヤ」に相当する。
イ　引用発明の「ゴム組成物」は、空気入りタイヤの「サイド補強層」に用
いられるものであるから、本願発明の「タイヤサイド部を構成するサイド補
強ゴム」及び「ゴム組成物」に相当する。
ウ　引用発明の「共役ジエン系重合体の活性末端」は、本願発明の「共役ジ
エン系重合体の末端」に相当する。
エ　本願明細書には、「活性末端に効率よく第一アミノ基を導入する変性剤
として、加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキ
シシラン化合物が用いられる。
　例えば・・・Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルトリエト
キシシラン・・・である」（段落【００３３】）と記載されているから、引
用発明の「Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルトリエトキシ
シラン」からなる「保護化一級アミン化合物」は、本願発明の「加水分解に
より第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物」に
相当する。
オ　引用発明の「共役ジエン系重合体の活性末端に、保護化一級アミン化合
物を反応させ」ることは、その技術的意義において、本願発明の「共役ジエ
ン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し
得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第
一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入さ
れ」ることに相当する。
カ　引用発明の「一級アミン変性共役ジエン系重合体」からなる「アミン変
性共役ジエン系重合体」と本願発明の「変性共役ジエン系重合体」とは、少
なくとも上記オの変成反応を経て生成されるものであるから、かかる限度に
おいて、両者は「変成共役ジエン系重合体」として共通するものといえる。
キ　引用発明の「（Ｂ）カーボンブラック」は、本願発明の「カーボンブ
ラック」に相当する。
ク　引用発明の「ゴム組成物」は、「（Ａ）ゴム成分と、その１００質量部
に対し、（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上を含み」構成されるもので
あり、上記（Ａ）ゴム成分は「アミン変性共役ジエン系重合体を含むもの」
であるから、かかるゴム組成物と本願発明の「変性共役ジエン系重合体を
１０質量％以上含むゴム成分１００質量部に対して、窒素吸着比表面積が

２０～９０ｍ2／ｇであるカーボンブラックを１０～１００質量部配合して
なるゴム組成物」とは、「変性共役ジエン系重合体を含むゴム成分に対し
て、カーボンブラックを配合してなるゴム組成物」の点で共通するものとい
える。
　　
　したがって、本願発明と引用発明とは、
「空気入りタイヤであって、タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに、
共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基



を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該
末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が
導入されることにより得られる変性共役ジエン系重合体を含むゴム成分に対
して、カーボンブラックを配合してなるゴム組成物を用いるタイヤ。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
　
（相違点１）
　空気入りタイヤについて、本願発明は、「タイヤサイド部のタイヤ表面
に、内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向
に間隔を置いて設けた」ものであって、「前記各乱流発生用突起は、径方向
断面で見たときにエッジ部を有すると共に、タイヤ表面に対して空気流が突
き当たる前壁面との前壁角度が７０度～１１０度の範囲」で構成されている
のに対し、引用発明はそのような乱流発生用突起を具備していない点。
　
（相違点２）
　変性共役ジエン系重合体の変性反応に関し、本願発明は、「さらに該変性
反応の途中及び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられる」のに
対して、引用発明はそのように特定されていない点。
　
（相違点３）
　ゴム組成物について、本願発明は、「変性共役ジエン系重合体を１０質
量％以上含むゴム成分１００質量部に対して、窒素吸着比表面積が

２０～９０ｍ2／ｇであるカーボンブラックを１０～１００質量部配合して
なるゴム組成物」を用いるのに対し、引用発明は、「（Ａ）ゴム成分と、そ
の１００質量部に対し、（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上」を含み構
成されるものであり、上記（Ａ）ゴム成分は「アミン変性共役ジエン系重合
体を含むもの」であり、「前記（Ｂ）カーボンブラックがＦＥＦ級グレー
ド」のものを用いる点。　
　　　　
４　検討
（１）相違点１について
ア　引用発明は、従来の空気入りタイヤにおける問題、すなわち、少なくと
も、ランフラット走行状態時に、タイヤのサイドウォール部やビードフィ
ラーの変形が大きくなり、発熱が進み、場合によってはサイド補強層やビー
ドフィラーが破壊限界を超えタイヤ故障に至るといった問題等に鑑みて（摘
示（１ｃ））、通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地を損なうことなく、ラ
ンフラット耐久性を向上させた空気入りタイヤを提供するという課題を解決
しようとするものである（摘示（１ｄ））。
イ　他方、刊行物２には、特に劣化が生じやすいタイヤサイド部の温度低減
を図ることができる空気入りタイヤについて開示されているところ（摘示
（２ａ））、少なくとも、サイドウォール補強層を有するランフラットタイ
ヤにおいて、パンク走行時にタイヤ径方向の変形がサイドウォール補強層に
集中し、該サイドウォール補強層が高温になることで耐久性に多大な影響を
与えるという問題に鑑みて（摘示（２ｂ））、効率の良い放熱によってタイ
ヤ温度、特に、タイヤサイド部内の温度低減を図り、耐久性を向上させるこ
とができる空気入りタイヤを提供することを課題とするものであるから（摘
示（２ｃ））、引用発明と刊行物２に記載された技術事項は、技術分野のみ
ならず、その解決すべき課題も多分に共通したものということができる。
ウ　そして、刊行物２には、かかる課題を解決するために、空気入りタイヤ
のタイヤ表面に、内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起を
タイヤ周方向に間隔を置いて設け、前記乱流発生用突起が、延在方向に対す
る直交方向で切断した断面形状で見たときにエッジ部を有し、空気流が突き
当たる乱流発生用突起の前壁面とタイヤ表面とがなす前壁角度が、
７０°～１１０°の範囲に設定することが記載されており（摘示
（２ｄ））、また、上記乱流発生用突起は、その内側面１０ｃと上面１０ｅ
とによって形成されているエッジ部１０ｆ、及びその前壁面１０ａと上面



１０ｅとによって形成されているエッジ部１０ｇが設けられていることから
（摘示（２ｆ））、径方向断面で見たときにエッジ部を有することも明らか
である。
　そうすると、引用発明において、ランフラット耐久性をさらに向上させる
ことを目的として、刊行物２に記載された上記乱流発生用突起に係る技術事
項の適用を試みることは、かかる課題を認知する当業者にとって格別困難な
こととはいえず、その適用を試みる動機付けも十分存在するものといえる。
エ　したがって、上記相違点１に係る本願発明の構成は、引用発明に上記刊
行物２に記載された技術事項を適用し、当業者が容易に想到し得たものとい
える。
　
（２）相違点２について
　刊行物１には、「本発明では、前記した変性剤として用いる保護化一級ア
ミノ基を有するアルコキシシラン化合物が関与する縮合反応を促進するため
に、縮合促進剤を用いることが好ましい。・・・ここで用いる縮合促進剤
は、前記変性反応前に添加することもできるが、変性反応の途中及び又は終
了後に変性反応系に添加することが好ましい。・・・」（摘示（１ｇ））と
記載されており、引用発明において、縮合促進剤を、変性反応の途中及び又
は終了後に変性反応系に添加することは想定されている。
　したがって、上記相違点２に係る本願発明の構成は、当業者が適宜なし得
る程度のものである。
　
（３）相違点３について
ア　刊行物１には、引用発明に係る実施例１、２として、天然ゴム３０質量
部及び一級アミン変性ポリブタジエン７０質量部からなるゴム成分が記載さ
れ、また、実施例３として、天然ゴム５０質量部及び一級アミン変性ポリブ
タジエン５０質量部からなるゴム成分が記載されており（摘示（１ｉ））、
いずれも一級アミン変性ポリブタジエンを１０質量％以上含むことが明らか
であるから（単純計算すれば、実施例１，２は７０質量％、実施例３は５０
質量％）、引用発明において、ゴム成分として、変性共役ジエン系重合体を
１０質量％以上含むものを用いることは想定の範囲といえる。
イ　また、引用発明の「（Ｂ）カーボンブラック」は、「ＦＥＦ級グレー
ド」のものからなり、ＦＥＦ級グレードの窒素吸着比表面積が

２０～９０ｍ2／ｇの範囲を充足することは技術常識であるから（必要なら
ば、国際公開２００６／９００２号：段落〔００２６〕、株式会社ブリヂス
トン編著「自動車用タイヤの基礎と実際」 東京電機大学出版局 　２００８
年４月１０日発行　２６７～２７０頁　表５－１－８　等参照）、引用発明
の「（Ｂ）カーボンブラック」として、窒素吸着比表面積が

２０～９０ｍ2／ｇの範囲のものを採用することも、想定の範囲といえる。
ウ　さらに、引用発明のゴム組成物は、「（Ａ）ゴム成分と、その１００質
量部に対し、（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上を含み」構成されるも
のであるところ、刊行物１には、カーボンブラックの好ましい量として
「５５～７０質量部」で設定することが記載され（摘示（１ｈ））、
「１０～１００質量部」の範囲を充足する範囲で設定することも記載されて
いる。
エ　以上、上記ア～ウによれば、ゴム成分として、変性共役ジエン系重合体
を１０質量％以上含むものを用いること、（Ｂ）カーボンブラックとして、

窒素吸着比表面積が２０～９０ｍ2／ｇの範囲のものを採用すること、さら
に、ゴム成分１００質量部に対して、カーボンブラックを１０～１００質量
部配合することとは、引用発明においても、想定され実施の範囲といえるか
ら、上記相違点３に係る本願発明の構成は、当業者が容易に想到し得たもの
といえる。
　　
（４）発明の効果について
　請求人は、平成２６年５月１２日付けの審判請求書の「（引用文献１と引



用文献２との組み合わせについて）」の項で、刊行物１は、空気入りタイヤ
に用いるゴム組成物に関する発明であり、刊行物２は、空気入りタイヤ表面
の形状に関する発明であるので、双方の技術的思想には関連性がなく、当業
者であっても双方の発明を組み合わせることにより格別顕著な効果を予期し
得ない旨主張する。
　しかし、上記（１）で述べたとおり、引用発明と刊行物２に記載された技
術事項は、技術分野のみならず、解決すべき課題も多分に共通するものであ
るから、両者を組み合わせる動機付は十分存在するし、その組み合わせを妨
げる事情が存在するものと解すべき理由もない。
　また、刊行物１及び刊行物２に接した当業者は、空気入りタイヤにおい
て、そのゴム組成物によるランフラット耐久性を向上させるという効果（摘
示（１ｅ）（１ｆ））、及びその表面に乱流発生用突起を設けることによる
ランフラット耐久性を向上させるという効果（摘示（２ｂ）（２ｅ））をそ
れぞれ理解し得るのであるから、その組み合わせによるランフラット耐久性
がさらに向上するという効果も予測の範囲といえ、請求人の上記主張は採用
できない。
　したがって、本願発明が奏する作用効果は、刊行物１及び刊行物２に接し
た当業者が予測し得る範囲内のものであって格別なものとはいえない。
　　
５　まとめ
　したがって、本願発明は、刊行物１、２に記載された発明に基いて、当業
者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項
の規定により、特許を受けることができない。
　　
第５　むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許を受けることができないものであるか
ら、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶
をすべきものである。
　　　
　よって、結論のとおり審決する。

平成２７年　４月２１日

　　審判長　　特許庁審判官 冨岡 和人
特許庁審判官 氏原 康宏
特許庁審判官 出口 昌哉
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